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日野川の刈草を無償で提供します。

国土交通省日野川河川事務所では、日野川の堤防などの河川施設の変状や

異常を正確に把握することを目的に堤防の除草を行っています。

このたび、堤防の除草作業で発生する刈草について、①除草作業のコスト

低減、②資源の有効活用を目的に、みなさまに無償で提供する取り組みを

実施いたします。

刈草の引き取りを希望する方は、下記の申込方法により申請書を持参又は

ＦＡＸしていただきますようお願いいたします。不明な点がありましたら

問合せ先に連絡願います。

なお、引き取り希望は先着順としており、また、提供できる刈草も限りが

あるため、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。

◆申込方法 「刈草引き取り申請書」に必要事項を記入の上、日野川管理室まで

持参又はＦＡＸで提出して下さい。なお、申請書の入手は、来所又は

日野川河川事務所ホームページからダウンロードして下さい。

URL:https://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/index.html

◆申込先及び問合せ先 日野川河川事務所 日野川管理室

〒 689-3537 鳥取県米子市古豊千（こほうち）678
電話 0859-27-3464（受付時間 9:00～ 17:00）
FAX 0859-27-5099

◆申込期間 令和８年５月２０日（水）～令和８年７月２４日（金）

※刈草が無くなった場合、申込み期間であっても申込みを締め

切ります。また、土日・祝日を除きます。

◆刈草提供期間 令和８年５月２５日（月）～令和８年７月３１日（金）

◆刈草の形状 「直径５０ｃｍ×高さ７０ｃｍのロール」または「バラ」

◆刈草提供場所 米子市観音寺（日野川と法勝寺川に挟まれた堤防天端付近）

別紙参照

＜問い合わせ先＞

国土交通省 中国地方整備局

日野川河川事務所 ０８５９－２７－５４８４（代表）

【担当】

副 所 長 千田 裕司 （内線２０４）
せん だ ゆう じ

専門調査官 川西 範幸 （内線４０１）
かわにし のりゆき



「申請書」ここをクリック



刈草の形状

◆直径５０ｃｍ×高さ７０ｃｍのロール

◆バラ



　日野川と法勝寺川に挟まれた堤防の天端付近が提供場所です。

○刈草の提供場所

提供場所
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日野川

日野川堰

米子市水道局

法勝寺川堰

法勝寺川

国道１８１号

米子市道 福市戸上線



提供場所へのアクセス方法

　①一般県道　境車尾線（旧名称：福成戸上米子線）から法勝寺川堰の上の管理用通路を通って提供場所に行くことができます。

　②福市（八幡橋）方面からは米子市道 福市戸上線を日野川の河口方向に向かって進むと提供場所に行くことができます。

　なお、提供場所には山陰道から直接行くことは出来ません。米子南ＩＣか日野川東ＩＣで降りて、①、②の経路でお越し下さい。

　また、日野川堰の上の管理用通路は自動車は通行できません。

拡大図

提供場所

山陰道

県道 境車尾線

日野川堰（車両通行不可）

法勝寺川堰（車両通行可）

至 車尾

至 宗像

米子市道 福市戸上線

至 福市



平 面 図
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